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中
・
近
世
の
神
宮
式
年
遷
宮
に
お
け
る
建
築
工
匠
の
活
動
形
態
に
つ
い
て

浜

島

一

成

一
　
は
じ
め
に

　

伊
勢
神
宮
に
は
、
古
代
か
ら
現
代
へ
と
連
綿
と
続
く
式
年
遷
宮
に

伴
い
、
社
殿
等
の
造
替
関
係
の
文
書
等
が
数
多
く
残
存
す
る
。
中
で

も
、
造
替
工
事
を
手
掛
け
た
建
築
工
匠
に
関
す
る
文
書
等
は
、
他
の

寺
社
と
比
べ
質
と
量
と
も
に
特
出
し
て
い
る
。

　

伊
勢
神
宮
に
お
い
て
造
替
工
事
を
担
当
す
る
部
署
と
し
て
作
所
が

あ
り
、
平
安
時
代
後
期
か
ら
明
治
時
代
初
期
に
か
け
て
活
動
す
る
。

そ
し
て
、
こ
の
作
所
の
も
と
で
建
築
工
匠
の
グ
ル
ー
プ
（
方か
た

）
が
編

成
さ
れ
る
。
こ
の
方
は
、
十
一
人
で
構
成
さ
れ
、
内
訳
は
頭
工
一

人
・
小
工
十
人
（
そ
の
内
の
頭
を
頭
代
と
呼
ぶ
）
で
あ
る
。
内
宮
で
4

グ
ル
ー
プ
（
一
頭
方
か
ら
四
頭
方
）、
外
宮
で
3
グ
ル
ー
プ
（
一
頭
方
か

ら
三
頭
方
）
に
分
け
ら
れ
る
。
本
稿
で
は
、
こ
れ
ら
建
築
工
匠
を
神

宮
工
と
呼
ぶ
。

　

神
宮
工
の
史
料
上
の
初
出
は
、『
太
神
宮
諸
雑
事
記
』
天
喜
四
年

（
一
〇
五
六
）
十
一
月
条
の
「
三
頭
の
工
等
に
饗
禄
を
給
う
」
で
あ
り
、

具
体
的
に
神
宮
工
の
名
前
が
判
明
す
る
の
は
十
二
世
紀
末
の
建
久
元

年
（
一
一
九
〇
）
の
内
宮
式
年
遷
宮
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
時
期
の
神

宮
工
は
、
特
に
頭
工
職
が
荒
木
田
・
礒
部
・
度
会
の
三
氏
に
よ
っ
て

独
占
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
十
四
世
紀
に
は
、
こ
の
工
事
の
た
め
の
労

働
組
織
で
あ
っ
た
「
頭
工
・
小
工
」
制
が
、
大だ

い

工く

職し
き

を
意
味
す
る
と

こ
ろ
の
「
頭
工
・
小
工
」
制
へ
と
変
化
す
る
。
大
工
職
と
は
、
中
世

の
寺
社
等
に
お
い
て
、
独
占
的
に
工
事
の
施
工
権
を
得
る
権
利
で
あ

り
、
近
世
で
は
ほ
と
ん
ど
の
寺
社
等
で
消
滅
す
る
。
し
か
し
、
伊
勢

神
宮
で
は
、
式
年
遷
宮
が
連
綿
と
続
い
た
た
め
で
あ
ろ
う
か
、
近
世

に
至
っ
て
も
大
工
職
が
存
在
す
る
（
（
（

。
こ
の
大
工
職
を
中
世
か
ら
近
世

に
か
け
て
継
承
し
た
工
匠
と
し
て
藤
井
氏
が
い
る
。
藤
井
氏
は
中
世

後
期
か
ら
近
世
に
か
け
て
、
神
宮
の
御
師
と
し
て
も
活
動
し
て
お
り
、

そ
の
活
動
の
様
子
が
「
宮
後
三
頭
大
夫
文
書
」
か
ら
読
み
取
れ
る
。

三
頭
大
夫
と
は
御
師
の
屋
号
で
、
外
宮
三
頭
工
職
を
代
々
世
襲
し
た
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こ
と
か
ら
付
け
ら
れ
、
伊
勢
市
宮
後
に
館
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る
（
（
（

。
こ

の
藤
井
氏
は
江
戸
時
代
後
期
の
天
保
年
間
に
絶
家
し
、
後
を
黒
瀬
氏

が
継
い
だ
と
さ
れ
る
。
こ
の
「
宮
後
三
頭
大
夫
文
書
」
は
、
十
六
世

紀
後
期
の
永
禄
四
年
（
一
五
六
一
）
の
年
号
を
持
つ
文
書
か
ら
、
明

治
期
に
至
る
百
点
以
上
の
文
書
か
ら
構
成
さ
れ
、
お
そ
ら
く
こ
の
文

書
の
残
存
期
間
が
藤
井
・
黒
瀬
氏
の
御
師
と
し
て
の
活
動
時
期
と
重

な
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
こ
の
藤
井
氏
の
中
世
か
ら
近
世
に
か
け
て
の

大
工
職
の
継
承
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
さ
ら
に
伊
勢
神
宮
の
造
営
文

書
に
は
、
こ
う
し
た
藤
井
氏
の
よ
う
な
神
宮
工
の
他
に
「
修
理
工
」、

「
故
実
ノ
工
」、「
古
老
」、「
工
老
」
と
呼
ば
れ
る
建
築
工
匠
も
見
出

さ
れ
る
。
そ
の
た
め
、
こ
う
し
た
建
築
工
匠
の
活
動
に
つ
い
て
も
合

わ
せ
て
検
討
す
る
。

二
　
藤
井
氏
に
よ
る
外
宮
三
頭
工
職
の
継
承
に
つ
い
て

　

中
世
か
ら
近
世
後
期
に
か
け
て
の
外
宮
三
頭
工
職
の
継
承
に
つ
い

て
以
下
述
べ
る
が
、
中
世
か
ら
近
世
初
期
に
か
け
て
は
そ
の
概
略
を

述
べ
る
こ
と
と
し
、
特
に
、
近
世
の
中
・
後
期
に
お
け
る
大
工
職
継

承
に
つ
い
て
詳
述
す
る
（
（
（

。

　［
十
三
・
四
世
紀
］

　

外
宮
三
頭
工
の
史
料
上
の
初
見
は
、
安
貞
元
年
（
一
二
二
七
）
の

近
重
（
（
（

で
あ
り
、
十
三
世
紀
で
は
こ
れ
以
外
に
三
頭
工
に
関
す
る
記
事

は
見
出
せ
な
い
。
ま
た
、
十
四
世
紀
に
な
る
と
元
享
元
年
（
一
三
二

一
）
十
一
月
（
（
（

か
ら
応
安
六
年
（
一
三
七
三
）
十
一
月
十
四
日
（
（
（

に
か
け

て
近
沢
の
名
前
が
見
出
せ
る
。
そ
の
た
め
、
近
沢
は
、
約
半
世
紀
の

間
三
頭
工
を
務
め
た
と
い
え
る
。
そ
し
て
、
十
四
世
紀
九
〇
年
代
に

藤
井
近
家
が
見
出
せ
（
（
（

、
初
め
て
藤
井
姓
が
史
料
上
で
確
認
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

　［
十
五
世
紀
］

　

前
述
し
た
藤
井
近
家
が
、
永
享
六
年
（
一
四
三
四
）
に
か
け
て
見

出
さ
れ
る
（
（
（

。
ま
た
、
嘉
吉
三
年
（
一
四
四
三
）
に
近
次
（
（
（

、
享
徳
元
年

（
一
四
五
二
）
に
近
里
（
（（
（

が
見
出
せ
る
。

　

と
こ
ろ
で
こ
の
時
期
、
外
宮
一
頭
工
は
、
応
永
二
九
年
（
一
四
二

二
）
に
藤
井
近
次
（
（（
（

、
ま
た
、
姓
は
不
明
で
あ
る
も
の
の
永
享
六
年

（
一
四
三
四
）
か
ら
嘉
吉
三
年
（
一
四
四
三
）
に
近
弘
（
（（
（

、
享
徳
元
年
（
一

四
五
二
）
に
近
持
（
（（
（

と
「
近
」
を
頭
字
と
す
る
工
匠
が
続
く
。
そ
の
た

め
、
こ
れ
ら
神
宮
工
は
同
じ
工
匠
家
の
可
能
性
が
あ
る
と
い
え
る
。

さ
ら
に
、
一
頭
工
近
次
と
三
頭
工
近
次
の
活
動
時
期
が
近
い
た
め
、

こ
の
二
人
を
同
一
人
物
と
仮
定
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
も
し
こ

の
仮
定
が
正
し
け
れ
ば
、
藤
井
近
次
は
、
三
頭
工
の
他
に
一
頭
工
を

所
持
し
た
と
い
え
る
。

　

尚
、
藤
井
氏
に
は
、「
造
外
宮
三
頭
職
補
任
下
知
状
（
（（
（

」（
以
下
「
下

知
状
」
と
略
す
）
と
い
う
十
四
世
紀
中
期
か
ら
十
七
世
紀
初
期
に
発

給
さ
れ
た
補
任
状
を
纏
め
た
文
書
が
存
在
す
る
が
、
十
五
世
紀
だ
け
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が
欠
落
す
る
。
こ
の
文
書
は
、
お
そ
ら
く
近
世
に
お
い
て
藤
井
氏
の

来
歴
を
古
く
見
せ
る
た
め
に
作
成
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、

そ
の
欠
落
し
た
文
書
の
時
期
に
、
む
し
ろ
三
頭
工
以
外
の
頭
工
職
を

所
持
す
る
な
ど
工
匠
家
と
し
て
大
き
な
勢
力
を
有
し
て
い
た
と
い
え

そ
う
で
あ
る
。

　［
十
六
世
紀
］

　

永
正
十
二
年
（
（（
（

（
一
五
一
五
）
か
ら
天
文
二
四
年
（
（（
（

（
一
五
五
五
）
に
近

定
、
天
文
二
四
年
か
ら
天
正
十
三
年
（
（（
（

（
一
五
八
五
）
に
近
昌
、
天
正

十
三
年
十
一
月
（
（（
（

に
近
供
が
見
出
さ
れ
る
。
こ
の
時
期
は
、
式
年
遷
宮

が
永
禄
六
年
（
一
五
六
三
）
と
天
正
十
三
年
の
二
回
し
か
行
わ
れ
て

い
な
い
が
、
近
昌
は
そ
の
両
遷
宮
に
お
い
て
三
頭
工
と
し
て
活
動
す

る
。

　［
十
七
世
紀
］

　

慶
長
十
五
年
（
一
六
一
〇
）
七
月
に
、
近
供
か
ら
近
清
へ
三
頭
工

職
が
移
動
す
る
と
い
う
補
任
状
が
前
述
し
た
「
下
知
状
」
に
存
在
す

る
。
近
供
は
前
述
し
た
よ
う
に
天
正
十
三
年
に
名
前
が
見
出
さ
れ
、

近
清
も
後
述
す
る
よ
う
に
名
前
が
見
出
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
移
動
し

た
年
代
が
慶
長
十
五
年
で
あ
る
か
は
確
定
で
き
な
い
も
の
の
、
移
動

し
た
こ
と
は
事
実
と
い
え
る
。
ま
た
、
寛
永
四
年
（
一
六
二
七
）
十

二
月
に
は
、
近
清
か
ら
子
の
近
延
へ
三
頭
工
職
を
譲
る
補
任
状
（
（（
（

も
存

在
す
る
。
こ
の
補
任
状
も
前
述
し
た
も
の
と
同
様
に
裏
付
け
史
料
が

な
い
も
の
の
、
近
延
が
寛
文
六
年
（
一
六
六
六
）
に
「
藤
井
九
左
衛

門
近
延
（
（（
（

」
と
見
出
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
大
工
職
の
移
動
は
事
実
と
い

え
そ
う
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
貞
享
二
年
（
一
六
八
五
）
に
「
重
左
衛

門
（
（（
（

」、
元
禄
二
年
（
一
六
八
九
）
に
「
近
敍
（
（（
（

」
が
見
出
せ
る
。

　［
十
八
世
紀
］

　

元
禄
十
五
・
六
年
（
一
七
〇
二
・
三
）
に
「
藤
井
右
近
（
（（
（

」
が
見
出

さ
れ
る
が
、「
近
敍
」
を
指
す
の
か
ど
う
か
は
不
明
。
ま
た
、
享
保

六
年
（
一
七
二
一
）
よ
り
「
藤
井
門
弥
（
（（
（

」
が
見
出
さ
れ
、
享
保
八
年

に
幼
少
に
よ
り
代
理
を
立
て
た
（
（（
（

と
あ
る
こ
と
か
ら
、
幼
少
に
し
て
三

頭
工
に
補
任
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
後
、
享
保
八
年
の
「
近

殷
藤
井
門
弥
（
（（
（

」、
元
文
三
年
（
一
七
三
八
）
の
「
近
殷
藤
井
右
近
（
（（
（

」、

寛
延
二
年
（
一
七
四
九
）
の
「
近
殷
九
左
衛
門
（
（（
（

」、
宝
暦
十
年
（
一
七

六
〇
）
の
「
藤
井
九
左
衛
門
（
（（
（

」
は
同
一
人
物
と
言
え
そ
う
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
明
和
三
年
（
一
七
六
六
）
に
「
藤
井
左
門
（
（（
（

」、
天
明
二
年

（
一
七
八
二
）
に
「
九
左
衛
門
（
（（
（

」
と
あ
る
が
、
近
殷
と
同
一
人
物
の
可

能
性
は
低
い
。
寛
政
元
年
（
一
七
八
九
）
に
、「
近
氏
藤
井
上
野
（
（（
（

」
と

あ
り
、
こ
の
近
氏
が
藤
井
氏
で
三
頭
工
を
継
承
し
た
最
後
の
神
宮
工

と
な
る
。

　［
十
九
世
紀
］

　

享
和
二
年
（
一
八
〇
二
）
に
「
中
西
長
門
（
（（
（

」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、

十
九
世
紀
初
頭
よ
り
三
頭
工
は
中
西
氏
に
よ
り
継
承
さ
れ
た
と
い
え

る
。
ま
た
、
文
政
六
年
（
一
八
二
三
）
の
福
田
式
部
興
親
か
ら
中
西

内
蔵
常
紹
へ
三
頭
工
職
を
譲
る
補
任
状
（
（（
（

が
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
補
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任
状
が
発
給
さ
れ
る
以
前
に
、
三
頭
工
職
が
中
西
氏
か
ら
福
田
氏
へ

移
動
し
、
さ
ら
に
再
び
中
西
氏
に
戻
っ
て
き
た
と
い
え
る
。

　

さ
ら
に
、
天
保
十
三
年
（
一
八
四
二
）
に
中
西
内
蔵
常
紹
か
ら
中

西
徳
八
郎
常
孝
へ
三
頭
工
職
を
譲
る
補
任
状
（
（（
（

が
あ
る
こ
と
か
ら
、
天

保
十
三
年
以
降
中
西
常
孝
が
三
頭
工
に
補
任
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
の
中
西
常
孝
は
、慶
応
四
年
（
一
八
六
八
）
の
年
号
を
有
す
る
「
御

造
宮
頭
工
等
連
署
（
（（
（

」
に
も
見
出
さ
れ
て
お
り
、
実
質
上
は
江
戸
幕
府

が
行
っ
た
明
治
二
年
式
年
遷
宮
に
も
参
加
し
た
と
い
え
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
外
宮
三
頭
工
職
は
、
十
三
世
紀
初
期
よ
り
十
八

世
紀
ま
で
「
近
」
を
片
字
と
す
る
工
匠
家
に
よ
り
継
承
さ
れ
、
そ
の

工
匠
家
は
十
四
世
紀
後
期
よ
り
藤
井
氏
を
名
乗
る
。
十
九
世
紀
は
、

中
西
氏
が
継
承
す
る
も
の
の
、
一
時
的
に
福
田
氏
が
補
任
さ
れ
る
時

図１　歴代の外宮三頭工
（　）内は、補任が確認された年号を記す。

（
藤
井
氏
）

近
重
（
一
二
二
七
〜
九
）
…
…
近
沢
（
一
三
二
一
〜
七
三
）
…
…
近
家
（
一
三
九
二
〜
一
四
三
四
）
…
…
近
次
（
一
四
四
三
）一
頭
工
も

所
持
か

…
…
近
里
（
一
四
五
二
）…
…
近
定
（
一
五
一
五
〜
五
五
）…
…
近
昌
（
一
五
五
五
〜
八
五
）―
―
近
供
（
一
五
八
五
〜
一
六
一
〇
？
）

…
…
近
清
（
一
六
一
〇
？
〜
一
六
二
七
？
）…
…
近
延
（
一
六
二
七
？
〜
一
六
六
六
）近
清
の
子
・

九
左
衛
門
…
…（
重
左
衛
門
（
一
六
八
五
））
…
…

近
敍
（
一
六
八
九
）
…
…
（
右
近
（
一
七
〇
二
～
三
））
…
…
近
殷
（
一
七
二
一
～
六
〇
）門
弥
・
内
記
・
右

近
・
九
左
衛
門
…
…
（
左
門
（
一
七
六
六
））

…
…
（
九
左
衛
門
（
一
七
八
二
））
…
…
近
氏
（
一
七
八
九
）
上
野

（
中
西
氏
・
福
田
氏
）

中
西
長
門（
一
八
〇
二
）…
…
福
田
興
親（
～
一
八
二
三
）―
―
中
西
常
紹（
一
八
二
三
～
四
二
）―
―
中
西
常
孝（
一
八
四
二
～
六
八
）

三�

　「
修
理
工
」「
故
実
ノ
工
」「
古
老
」「
工
老
」
に
つ
い
て（（（
（

（
一
）「
修
理
工
」
に
つ
い
て

　

嘉
吉
三
年
（
一
四
四
三
）
の
「
外
宮
御
仮
殿
新
造
料
足
事
」
に
「
修

理
工
家
継　

三
頭
近
次　

二
頭
次
久　

一
頭
近
弘
（
（（
（

」
と
あ
り
、
三
人

の
外
宮
頭
工
と
並
ん
で
「
修
理
工
家
継
」
が
見
出
せ
る
。
ま
た
、
享

徳
元
年
（
一
四
五
二
）
の
「
御
正
て
ん
の
御
し
ゆ
り
の
御
ち
う
も
ん
（
（（
（

」

に
「
志
ゆ
り
の
工
家
次　

三
頭
工
近
里　

二
頭
工
次
久　

一
頭
工
近

持
」
と
あ
り
、
三
人
の
外
宮
頭
工
と
並
ん
で
「
志
ゆ
り
の
工　

家

次
」
が
見
出
せ
る
。
こ
れ
ら
「
家
継
」
と
「
家
次
」
は
、「
イ
エ
ツ

グ
」
と
読
め
、
し
か
も
年
代
が
近
い
こ
と
か
ら
、
同
一
人
物
と
考
え

期
も
あ
っ
た
。
他
の

大
工
職
が
中
・
近
世

を
通
じ
て
複
数
の
工

匠
家
に
よ
っ
て
継
承

さ
れ
た
の
に
対
し
、

外
宮
三
頭
工
職
は
、

実
質
的
に
は
藤
井
・

中
西
両
氏
に
よ
り
継

承
さ
れ
る
（
図
1
参

照
）。
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ら
れ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
十
五
世
紀
に
活
躍
し
た
神
宮
工
の
中
で
、「
家
継
」

も
し
く
は
「
家
次
」
と
い
う
名
の
工
匠
が
二
人
確
認
で
き
る
。
一
人

は
、
応
永
二
五
年
（
一
四
一
八
）
の
内
宮
仮
殿
遷
宮
で
、「
司
中
分
」

と
し
て
小
工
に
任
じ
ら
れ
た
服 

家
次
で
あ
る
（
（（
（

。
服 

家
次
は
、
応
永

二
九
年
（
一
四
二
二
）
の
外
宮
仮
殿
遷
宮
の
二
頭
方
頭
代
家
次
（
（（
（

と
同

一
人
物
の
可
能
性
が
あ
り
、
も
し
同
一
人
物
な
ら
ば
、
内
・
外
宮
の

小
工
職
を
併
有
す
る
有
力
な
工
匠
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
も
う

一
人
は
、
寛
正
六
年
（
一
四
六
五
）
に
継
目
補
任
を
行
な
っ
た
四
頭

方
小
工
中
臣
家
次
（
（（
（

で
あ
る
。

　

中
臣
家
次
に
つ
い
て
は
他
に
史
料
が
な
く
、
単
に
内
宮
小
工
で
あ

る
な
ら
ば
、
外
宮
の
造
営
に
関
す
る
注
進
状
に
、
外
宮
頭
工
等
と
一

緒
に
名
前
を
記
す
可
能
性
は
極
め
て
低
い
。
一
方
、
服
家
次
は
、
前

述
し
た
よ
う
に
内
・
外
宮
工
の
小
工
職
を
所
有
し
た
可
能
性
が
高
く
、

当
時
の
有
力
な
神
宮
工
の
一
人
と
い
え
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
服
家
次
の
活
動
が
史
料
上
確
認
で
き
る
応
永
二
十
年

代
か
ら
享
徳
元
年
に
至
る
ま
で
、
外
宮
は
二
回
式
年
遷
宮
を
行
う
が
、

こ
の
間
に
外
宮
の
各
頭
工
は
、
少
な
く
と
も
三
代
は
交
替
す
る
（
（（
（

。
そ

の
た
め
、
工
事
に
必
ず
し
も
習
熟
し
て
い
な
か
っ
た
外
宮
の
頭
工
に

代
わ
り
、
注
進
状
の
作
成
に
服
家
次
が
関
与
し
た
可
能
性
は
高
い
と

い
え
る
。

　

こ
の
他
に
外
宮
頭
工
と
と
も
に
他
の
工
匠
が
記
さ
れ
た
例
と
し
て
、

応
永
九
年
（
一
四
〇
二
）「
造
外
宮
諸
殿
舎
（
（（
（

」
に
、「
三
頭
工
近
家　

二
頭
貞
光　

一
頭
国
貞　

兼
安
」
と
あ
り
、
外
宮
の
頭
工
三
人
に
加

え
て
、
当
時
内
宮
一
頭
工
で
あ
っ
た
中
臣
兼
安
が
見
出
せ
る
。
十
五

世
紀
に
入
る
と
神
宮
工
は
、
材
料
費
や
工
匠
の
賃
金
を
記
す
文
書
、

さ
ら
に
は
各
建
物
の
造
営
費
用
を
記
す
文
書
を
作
成
す
る
よ
う
に
な

る
。
そ
の
た
め
、
こ
れ
ら
文
書
を
作
成
す
る
に
は
、
工
事
に
対
す
る

経
験
と
実
績
が
必
要
で
あ
り
、
そ
の
結
果
、
神
宮
工
を
引
退
し
た
工

匠
や
、
実
績
を
積
ん
だ
内
宮
一
頭
工
等
が
、
造
営
文
書
作
成
に
関
与

し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
二
）「
故
実
ノ
工
」
に
つ
い
て

　

寛
正
三
年
（
一
四
六
二
）
十
二
月
二
六
日
条
に
、「
故
実
ノ
工
等
ニ

加
二

指
南
一、
御
金
物
ヲ
奉
二

打
餝
一、
各
旧
記
ヲ
被
、
殊
尚
重
走
廻
テ
指

南
ス
（
（（
（

」
と
あ
り
、
神
官
が
旧
記
を
参
照
し
な
が
ら
、「
故
実
ノ
工
」

に
飾
金
物
を
打
つ
位
置
を
指
南
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
文
明

十
一
年
（
一
四
七
九
）
の
内
宮
の
風
日
祈
宮
遷
宮
（
（（
（

で
は
、
橋
を
造
営

し
た
「
器
用
故
実
番
匠
」
で
は
な
く
、
内
宮
頭
工
等
の
「
請
工
」
と

し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
つ
ま
り
、
頭
工
等
と
は
別
の
「
故
実
ノ
工
」

も
し
く
は
「
故
実
番
匠
」
と
呼
ば
れ
る
工
匠
の
存
在
が
確
認
で
き
る
。

　

さ
ら
に
、
明
応
六
年
（
一
四
九
七
）
十
月
八
日
条
に
、

四
方
頭
工
等
大
略
参
二

于
宮
中
一、（
中
略
）
故
実
之
頭
工

4

4

4

4

4

等
致
二

談
合
一、
棚
土
代
等
ヲ
カ
ヒ
進
ス
、
又
御
戸
閾
傾
テ
、
御
戸
下
リ
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テ
容
易
ク
不
レ

可
レ

被
レ

開
之
間
、
大
床
ノ
一
尺
許
下
ニ
足
代
ヲ

用
意
シ
、
故
老
ノ
工
四
五
人

4

4

4

4

4

4

4

召
奇
、
御
戸
ノ
帖
ノ
木
尻
ヲ
切（（（
（

（
傍
点
筆
者
）

と
あ
り
、
頭
工
四
人
の
他
に
「
故
実
之
頭
工
」「
故
老
ノ
工
四
五
人
」

と
い
う
語
句
が
見
出
せ
る
。「
故
実
之
頭
工
」
は
、
そ
の
名
称
か
ら

考
え
て
頭
工
を
引
退
し
た
工
匠
と
推
測
さ
れ
る
。
ま
た
、「
故
老
ノ

工
」
に
つ
い
て
は
、
他
に
こ
の
語
句
と
関
連
し
て
「
古
老
」「
工
老
」

と
い
う
語
句
も
造
営
文
書
等
に
お
い
て
見
出
さ
れ
る
た
め
、
次
に
こ

れ
ら
語
句
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

（
三
）「
古
老
」「
工
老
」
に
つ
い
て

　
「
工
老
」
に
つ
い
て
は
、
石
巻
良
夫
（
（（
（

が
「
頭
工
・
頭
代
各
一
人
、

小
工
・
番
童
各
九
人
、
工
老
三
人
を
以
て
、
頭
職
一
分
と
称
し
」
と

述
べ
、
さ
ら
に
、「
頭
は
所
謂
棟
梁
に
し
て
、
之
れ
に
代
は
る
べ
き

も
の
を
頭
代
と
し
、（
中
略
）
是
等
は
神
宮
内
人
等
の
祠
官
よ
り
取

る
が
故
に
、
建
築
の
術
を
知
ら
ず
、
仍
つ
て
別
に
工
老
を
設
け
て
、

工
術
を
実
地
に
傳
へ
て
勤
仕
せ
し
む
（
中
略
）
作
事
に
直
接
與
る
も

の
の
小
工
・
工
老
等
な
る
を
知
る
べ
し
。」
と
述
べ
る
。
つ
ま
り
、

「
工
老
」
は
、
頭
工
・
頭
代
と
は
異
な
り
、
実
地
に
長
じ
た
工
匠
で

あ
る
と
指
摘
す
る
。
ま
た
、
中
西
正
幸
氏
（
（（
（

は
、
例
え
ば
内
宮
の
場
合
、

「
頭
工
四
人
、
頭
代
四
人
、
小
工
三
六
人
、
工
老
十
二
人
」
で
あ
り
、

工
老
を
「
小
工
を
補
佐
し
、
技
術
を
実
地
に
伝
授
す
る
」
と
述
べ
る
。

両
氏
と
も
、
頭
工
・
頭
代
・
小
工
と
は
別
に
「
工
老
」
が
存
在
す
る

と
指
摘
す
る
。
し
か
し
、
後
述
す
る
よ
う
に
両
氏
の
指
摘
に
は
錯
誤

が
存
在
す
る
。
以
下
、「
古
老
」「
工
老
」
の
活
動
時
期
と
活
動
内
容
、

幕
末
及
び
明
治
時
代
初
期
の
各
式
年
遷
宮
に
お
け
る
「
工
老
」
の
性

格
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

（
イ
）「
古
老
」「
工
老
」
の
活
動
時
期

　

前
引
し
た
明
応
六
年
以
降
の
造
営
関
係
文
書
等
の
中
か
ら
、「
古

老
」「
工
老
」
等
に
関
す
る
記
事
を
以
下
記
す
。

（
甲
）
慶
光
院
清
順
主
導
の
も
と
行
わ
れ
た
永
禄
六
年
（
一
五
六
三
）

の
外
宮
式
年
遷
宮
（
（（
（

で
は
、
資
金
不
足
に
よ
り
工
事
が
膠
着
状
態
と

な
っ
て
い
た
永
禄
六
年
五
月
六
日
条
に
「
古
老
六
人
出
候
て
、
御
作

事
有
」
と
あ
る
。
ま
た
、
同
年
七
月
四
日
に
は
、
社
殿
に
飾
る
金
物

が
到
着
し
、「
小
工
狩
衣
也
、
古
老
六
人
可
レ

参
之
処
」
と
あ
る
よ
う

に
、
小
工
と
「
古
老
」
が
参
じ
て
い
る
。

（
乙
）
江
戸
幕
府
が
初
め
て
行
な
っ
た
慶
長
十
四
年
（
一
六
〇
九
）
の

外
宮
式
年
遷
宮
（
（（
（

で
は
、
慶
長
十
四
年
九
月
二
日
の
社
殿
へ
の
金
物
打

ち
に
際
し
、「
大
工
古
老
六
人
か
り
き
ぬ
、
…
…
一
頭
方
古
老
二
人

…
…
二
頭
方
ノ
古
老
二
人
…
…
三
頭
方
古
老
二
人
」
と
あ
り
、
頭
方

ご
と
に
二
人
ず
つ
合
計
六
人
の
「
古
老
」
が
見
出
せ
る
。

（
丙
）「
古
老
」「
工
老
」
の
語
は
使
用
し
な
い
が
、
寛
永
六
年
（
一

六
二
九
）
の
内
宮
式
年
遷
宮
（
（（
（

に
お
い
て
、
用
材
を
宮
域
に
曳
き
入
れ
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る
「
地
曳
」
の
始
ま
る
前
に
、
生
木
等
の
伐
採
に
関
す
る
書
状
を
長

官
宛
に
作
成
す
る
こ
と
を
作
所
よ
り
「
小
工
之
内
年
寄
」
に
申
付
け

る
。

（
丁
）
寛
文
九
年
（
一
六
六
九
）
の
外
宮
式
年
遷
宮
（
（（
（

に
お
い
て
、
木
本

祭
に
「
一
頭
工
…
…
頭
代
…
…
小
工
有
二

一
工
老
・
二
工
老
・
三
工

老
一

加
二

之
六
人
一

都
九
人
、
各
素
襖
」
と
あ
り
、
頭
方
ご
と
に
三
人

ず
つ
、
三
頭
方
で
合
計
九
人
の
「
工
老
」
が
確
認
で
き
る
。

（
戊
）
十
八
世
紀
中
期
の
「
宮
川
夜
話
草
」
巻
之
四
の
「
御
遷
宮
（
（（
（

」

の
項
に
「
惣
中
に
古
老
と
い
ふ
者
十
二
人
、
是
亦
一
頭
に
三
人
宛
」

と
あ
り
、
頭
方
に
三
人
ず
つ
「
古
老
」
が
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま

た
、「
頭
頭
代
は
其
術
を
し
る
人
物
な
ら
さ
れ
は
、
小
工
の
内
古
老

を
棟
梁
と
し
工
術
を
伝
へ
勤
む
る
な
り
」
と
あ
り
、
小
工
の
中
で

「
古
老
」
を
棟
梁
と
捉
え
て
い
る
。
こ
の
「
宮
川
夜
話
草
」
に
は

「
工
老
」
の
語
は
使
用
さ
れ
な
い
も
の
の
、
そ
の
内
容
は
上
述
し
た

（
丁
）
に
通
じ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。

（
己
）
十
九
世
紀
前
期
の
「
神
宮
典
略
（
（（
（

」
の
「
内
宮
造
宮
職
」
の

「
小
工
」
の
項
に
、
木
工
寮
の
大
工
、
権
大
工
、
小
工
、
権
小
工
と

比
定
し
て
、「
大
工
は
頭
、
権
大
工
は
頭
代
、
小
工
・
権
小
工
は
工

老
・
小
工
に
准
ふ
べ
し
」
と
あ
る
。
伊
勢
神
宮
の
工
匠
組
織
を
、
古

代
の
木
工
寮
と
比
定
す
る
こ
と
自
体
に
無
理
が
あ
る
も
の
の
、
こ
の

書
の
筆
者
で
あ
る
内
宮
禰
宜
薗
田
守
良
が
「
工
老
」
の
存
在
を
認
識

し
て
い
た
と
い
え
る
。

（
庚
）
明
治
時
代
の
最
初
期
に
大
宮
司
家
に
よ
り
編
纂
さ
れ
た
「
二

宮
本
宮
造
替
遷
宮
儀
式
古
今
沿
革
大
略
（
（（
（

」
に
は
、
外
宮
の
甍
祭
の
項

に
「
工
老
・
小
工
等
、
御
金
物
ヲ
新
殿
ニ
打
チ
始
ル
行
事
ナ
リ
」
と

あ
り
、
実
質
的
に
江
戸
幕
府
が
行
な
っ
た
明
治
二
年
の
式
年
遷
宮
に

お
い
て
も
、「
工
老
」
が
活
動
し
た
と
い
え
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、「
古
老
」
は
慶
長
期
頃
ま
で
の
文
献
に
見
出
さ

れ
る
。
そ
れ
に
対
し
、「
工
老
」
は
、
寛
文
期
よ
り
文
献
上
見
出
さ

れ
、
明
治
二
年
式
年
遷
宮
ま
で
活
動
が
確
認
で
き
る
。

（
ロ
）「
工
老
」
の
活
動
内
容

　

寛
政
元
年
（
一
七
八
九
）
の
内
宮
式
年
遷
宮
に
際
し
、
内
宮
権
禰

宜
菊
屋
末
偶
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
「
寛
政
遷
宮
物
語
」
に
、「
こ
の

番
匠
三
十
六
人
は
一
二
三
四
の
ひ
と
か
た
ご
と
に
九
人
、
そ
の
九
人

の
中
に
て
を
さ
一
人
を
工
老
と
し
も
い
ふ
な
り
け
り
」
と
あ
る
こ
と

か
ら
、
各
頭
方
の
小
工
九
人
の
中
の
「
を
さ
（
長
）」
を
「
工
老
」

と
呼
ん
だ
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、「
享
保
年
中
頭
工
引
附
（
（（
（

」
に
は
、

内
宮
の
神
宮
工
の
儀
式
に
際
し
て
の
座
順
が
記
さ
れ
、
そ
こ
に
は
頭

工
・
頭
代
に
続
く
小
工
中
の
上
位
三
人
を
「
工
老
、
二
工
老
、
三
工

老
」
と
記
す
。
さ
ら
に
、
同
時
期
の
「
内
宮
享
保
遷
宮
諸
事
書
留
（
（（
（

」

に
は
、
山
口
祭
に
お
け
る
工
匠
等
の
座
順
が
図
示
さ
れ
、
頭
工
・
頭

代
の
横
に
工
老
・
二
工
老
・
三
工
老
が
記
さ
れ
る
（
図
2
参
照
）。
つ

ま
り
、
式
年
遷
宮
の
儀
式
等
で
は
、
工
匠
の
座
順
を
記
す
際
に
、
小
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工
で
も
「
工
老
」
と
そ
れ
以
外
の
小
工
を
区
別
し
た
と
い
え
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
式
年
遷
宮
の
儀
式
の
中
で
工
老
の
語
が
見
出
せ
る
の

は
、
例
え
ば
寛
文
九
年
の
式
年
遷
宮
で
は
、
木
本
祭
（
寛
文
六
年
八

月
十
八
日
）、
木
造
始
（
寛
文
七
年
六
月
二
九
日
）、
上
棟
祭
（
寛
文
八
年

九
月
十
日
）、
甍
祭
（
寛
文
九
年
三
月
九
日
）、
清
鉋
（
同
年
九
月
十
四
日
）

で
あ
る
。
ま
た
、
遷
宮
の
儀
式
で
は
な
い
が
、
清
鉋
の
二
日
後
に
行

わ
れ
た
神
嘗
祭
で
は
、
折
敷
二
枚
を
「
小
工
宗
光
三
頭

工
老
」
が
作
成
す
る
。

さ
ら
に
、
上
記
の
儀
式
以
外
で
も
、
山
口
祭
（
（（
（

（
元
禄
十
五
年
三
月
六
日

条
）・
立
柱
祭
（
（（
（

（
宝
永
六
年
四
月
二
四
日
）・
地
曳
（
（（
（

（
寛
延
二
年
四
月
二
十

日
）・
御
形
祭
（
（（
（

（「
工
老
鏡
形
ヲ
彫
リ
御
形
祭
ト
謂
フ
」）・
御
船
代
祭
（
（（
（

（
寛

延
二
年
八
月
十
三
日
）
に
工
老
が
見
出
せ
る
。
つ
ま
り
、
神
宮
工
が
関

係
す
る
式
年
遷
宮
の
儀
式
の
大
部
分
に
お
い
て
、「
工
老
」
の
語
が

見
出
せ
る
（
（（
（

。

　

一
方
、
江
戸
時
代
中
・
後
期
に
記
さ
れ
た
建
築
工
匠
の
名
簿
等
で

は
、
頭
工
・
頭
代
・
小
工
を
区
別
し
て
記
す
も
の
の
、
小
工
を
「
工

老
」
と
そ
れ
以
外
に
別
け
て
記
す
こ
と
は
少
な
い
。
そ
の
た
め
、

「
工
老
」
は
、
あ
く
ま
で
も
工
匠
組
織
の
内
部
だ
け
で
通
用
し
た
職

名
で
あ
り
、
そ
れ
が
後
に
神
官
等
の
間
で
使
用
さ
れ
る
に
至
っ
た
と

推
測
さ
れ
る
。

（
ハ
）�

嘉
永
二
年
及
び
明
治
二
年
の
各
式
年
遷
宮
に
お
け

る
「
工
老
」
に
つ
い
て

　

幕
末
期
の
嘉
永
二
年
と
、
江
戸
幕
府
が
実
質
上
最
後
に
行
な
っ
た

と
さ
れ
る
明
治
二
年
の
各
式
年
遷
宮
に
際
し
て
の
工
匠
の
名
簿
と
い

う
べ
き
も
の
に
次
の
三
点
が
あ
る
。

　

Ⅰ
「
外
宮
作
所
嘉
永
御
遷
宮
引
留
（
（（
（

」

　

Ⅱ
「
文
久
二
年
壬
戌
年
正
月　

頭
々
代
小
工
御
補
任
写
集
（
（（
（

」

　

Ⅲ
「
御
造
営
頭
工
等
連
署
（
（（
（

」

　
�（

各
文
書
と
も
、
一
頭
方
の
小
工
部
分
の
み
を
以
下
に
引
用
す
る
。
傍
線
・

二
重
傍
線
等
筆
者
）

［
Ⅰ
］

一
頭
方

一
工
老　

佐
々
木
多
七
延
久

図 2　山口祭における工匠の座順
（「内宮享保遷宮諸事書留」より）
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二
工
老　

木
戸
清
左
衛
門
宗
周

三
工
老　

森
嘉
左
衛
門
正
矩

	
竹
内
利
左
衛
門
正
茂

	
木
戸
長
三
郎
宗
満
上
乗
代
川
口
仁
蔵
治
行

	

伊
藤
三
四
郎
宗
光

	

出
口
忠
八
利
貞
上
乗
代
川
端
勘
四
郎
国
元

	

納
屋
定
右
衛
門
政
高

	

森
茂
左
衛
門
範
前

［
Ⅱ
］

一
頭
方

木
戸
源
右
衛
門
宗
明
→
木
戸
長
三
郎
宗
満
（
文
政
十
年
：
一
八
二

七
）

伊
藤
三
四
郎
宗
信
→
伊
藤
三
四
郎
宗
光
（
天
保
十
三
年
：
一
八
四

二
）

奥
村
金
蔵
政
吉
→
森
茂
左
衛
門
範
前
（
天
保
十
三
年
：
一
八
四
二
）

正
賀
善
六
高
継
→
佐
々
木
多
七
延
久
（
享
和
二
年
：
一
八
〇
二
）

森
嘉
兵
衛
基
信
→
森
嘉
左
衛
門
正
矩
（
文
政
五
年
：
一
八
二
二
）

納
屋
庄
治
郎
義
晴
→
納
屋
定
右
衛
門
義
晴
（
天
保
十
三
年
：
一
八

四
二
）

木
戸
清
左
衛
門
宗
周
→
川
口
仁
兵
衛
宗
則
（
嘉
永
二
年
：
一
八
四

九
）

山
口
儀
左
衛
門
正
重
→
竹
内
利
左
衛
門
正
茂
（
文
政
五
年
：
一

八
二
二
）

出
口
忠
兵
衛
正
利
→
出
口
忠
八
利
貞
（
天
保
十
三
年
：
一
八
四
二
）

［
Ⅲ
］

一
頭
方

伊
藤
三
四
郎
宗
光
（
三
九
）

森
茂
左
衛
門
範
前
（
四
八
）

佐
々
木
多
七
延
光
（
三
〇
）

松
岡
金
右
衛
門
守
清
（
四
四
）

山
本
三
右
衛
門
金
定
（
六
三
）

竹
内
楠
太
郎
正
光

出
口
甚
蔵
利
忠
（
三
九
）

森
梅
治
郎
正
忠
（
三
八
）

木
戸
源
右
衛
門
宗
昌
（
五
）

　

Ⅰ
は
、
天
保
十
三
年
（
一
八
四
二
）
三
月
五
日
の
木
造
始
に
お
け

る
工
匠
の
名
簿
で
あ
り
、
お
そ
ら
く
こ
こ
に
記
さ
れ
た
工
匠
が
嘉
永

二
年
（
一
八
四
九
）
式
年
遷
宮
に
関
与
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
Ⅱ
は
、

文
久
二
年
（
一
八
六
二
）
正
月
に
工
匠
の
補
任
状
を
纏
め
た
も
の
で
、

上
段
に
記
し
た
工
匠
か
ら
下
段
に
記
し
た
工
匠
へ
大
工
職
が
移
動
し

た
こ
と
及
び
そ
の
移
動
年
等
に
つ
い
て
記
す
。
同
年
三
月
に
山
口
祭

等
が
行
わ
れ
る
た
め
、
そ
の
儀
式
に
参
列
す
る
工
匠
の
補
任
状
と
考
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え
ら
れ
る
。
Ⅲ
は
、
慶
應
四
年
（
一
八
六
八
）
八
月
に
作
成
さ
れ
た

工
匠
の
名
簿
で
、
工
匠
の
年
齢
も
記
さ
れ
る
珍
し
い
も
の
で
あ
る
。

翌
年
に
迫
っ
た
遷
御
等
の
儀
式
に
備
え
て
作
成
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

Ⅰ
に
お
い
て
一
〜
三
工
老
（
佐
々
木
多
七
延
久
・
木
戸
清
左
衛
門
宗

周
・
森
嘉
左
衛
門
正
矩
）
を
務
め
た
工
匠
は
、
Ⅱ
で
は
、
工
老
で
は
な

く
四
・
五
・
七
番
目
の
小
工
に
移
動
し
、
同
様
の
こ
と
が
、
二
頭

方
・
三
頭
方
に
つ
い
て
も
い
え
る
。
そ
の
た
め
、
前
回
の
式
年
遷
宮

に
お
い
て
工
老
を
務
め
た
工
匠
は
、
次
の
式
年
遷
宮
で
は
工
老
か
ら

退
い
た
と
い
え
る
。
そ
し
て
、
Ⅱ
の
始
め
に
記
さ
れ
た
三
人
、
お
そ

ら
く
こ
の
三
人
が
工
老
と
推
測
さ
れ
る
が
、
こ
の
三
人
が
Ⅰ
で
は
、

木
戸
長
三
郎
宗
満
が
四
番
目
、
伊
藤
三
四
郎
宗
光
が
五
番
目
、
森
茂

左
衛
門
範
前
が
九
番
目
に
記
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
前
の
式
年
遷
宮
を

経
験
し
た
工
匠
の
中
か
ら
工
老
が
選
ば
れ
た
と
い
え
る
。

　

ま
た
、
Ⅲ
は
Ⅱ
の
六
年
後
に
作
成
さ
れ
る
が
、
工
老
等
の
工
匠
名

を
Ⅱ
と
比
較
す
る
と
若
干
異
な
る
。
例
え
ば
、
Ⅱ
に
お
い
て
一
工
老

で
あ
っ
た
木
戸
長
三
郎
宗
満
の
名
前
が
見
出
せ
ず
、
代
わ
り
に
Ⅲ
の

九
番
目
に
若
干
五
才
の
木
戸
源
右
衛
門
宗
昌
が
記
さ
れ
る
。
お
そ
ら

く
、
木
戸
長
三
郎
宗
満
が
老
齢
等
の
理
由
で
引
退
し
、
そ
の
代
わ
り

に
そ
の
親
族
で
あ
る
宗
昌
が
小
工
に
補
任
さ
れ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

そ
の
た
め
、
順
番
が
一
つ
ず
つ
繰
り
上
が
り
、
Ⅱ
に
お
け
る
二
・
三

工
老
が
一
・
二
工
老
に
繰
り
上
が
り
、
Ⅱ
に
お
い
て
四
番
目
の
佐
々

木
多
七
延
光
が
三
工
老
と
な
り
、
同
様
の
こ
と
が
二
・
三
頭
方
に
つ

い
て
も
い
え
る
。

四
　
ま
と
め

　

藤
井
氏
は
、
十
四
世
紀
九
〇
年
代
よ
り
外
宮
三
頭
工
職
を
所
持
し
、

以
後
十
八
世
紀
ま
で
継
続
し
て
所
持
す
る
。
藤
井
氏
は
、代
々
「
近
」

を
片
字
と
し
て
お
り
、
外
宮
三
頭
工
職
の
初
見
で
あ
る
安
貞
元
年

（
一
二
二
七
）
の
近
重
や
、
次
の
近
沢
も
「
近
」
を
片
字
と
し
て
お
り
、

こ
の
二
人
も
藤
井
と
関
係
が
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。
ま
た
、
藤
井

氏
は
応
永
二
九
年
（
一
四
二
二
）
か
ら
十
五
世
紀
中
期
に
か
け
て
、

三
頭
工
職
の
他
に
一
頭
工
職
を
所
持
す
る
な
ど
大
き
な
勢
力
を
有
し

た
と
い
え
る
。

　

十
五
世
紀
中
期
以
降
は
、
外
宮
に
お
い
て
式
年
遷
宮
の
制
が
乱
れ

る
時
期
で
も
あ
る
。
し
か
も
こ
の
時
期
は
、
各
建
物
の
造
営
費
用
を

記
す
文
書
を
工
匠
自
ら
が
作
成
す
る
な
ど
、
工
事
に
対
す
る
経
験
と

実
績
が
神
宮
工
に
と
っ
て
必
要
と
さ
れ
た
。
そ
の
た
め
、
神
宮
工
を

引
退
し
た
工
匠
等
が
「
修
理
工
」
や
「
故
実
之
頭
工
」「
古
老
」
と

呼
ば
れ
、
式
年
遷
宮
等
の
工
事
に
関
与
す
る
よ
う
に
な
る
。
特
に

「
古
老
」
は
、
式
年
遷
宮
の
中
断
す
る
十
五
世
紀
最
末
期
か
ら
十
七

世
紀
初
頭
に
か
け
て
文
献
上
見
出
さ
れ
る
。
十
五
世
紀
最
末
期
か
ら

十
六
世
紀
に
か
け
て
は
、
神
宮
工
の
行
う
工
事
を
補
完
す
る
よ
う
な

立
場
で
参
加
す
る
の
に
対
し
、
十
七
世
紀
初
頭
の
慶
長
十
四
年
式
年

遷
宮
で
は
、
頭
方
ご
と
に
二
人
ず
つ
配
さ
れ
る
等
、
よ
り
積
極
的
な
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立
場
で
工
事
に
参
加
す
る
よ
う
に
変
化
す
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
十
七
世
紀
中
期
の
寛
文
九
年
式
年
遷
宮
に
お
い
て
、

「
工
老
」
が
見
出
さ
れ
る
と
、
そ
れ
と
交
代
す
る
か
の
よ
う
に
「
古

老
」
は
見
出
せ
な
く
な
る
。「
工
老
」
は
、
神
宮
工
の
名
簿
等
に
は

記
載
さ
れ
な
い
も
の
の
、
儀
式
の
座
順
等
で
は
小
工
の
上
位
三
人
が

「
工
老
・
二
工
老
・
三
工
老
」
と
記
さ
れ
る
。
大
工
職
補
任
状
の
発

給
を
伴
う
「
頭
工
・
頭
代
・
小
工
」
が
、
言
わ
ば
公
的
な
職
名
で
あ

る
の
に
対
し
、「
工
老
」
は
工
匠
組
織
内
部
に
お
け
る
私
的
な
職
名

な
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
し
て
、
工
老
は
前
の
式
年
遷
宮
を
経
験
し

た
工
匠
の
中
か
ら
選
ば
れ
、
次
の
式
年
遷
宮
で
は
、
工
老
か
ら
退
く
。

　

と
こ
ろ
で
、
中
世
末
よ
り
近
世
初
頭
に
か
け
て
、
頭
工
・
頭
代
等

の
大
工
職
が
御
師
の
兼
職
す
る
と
こ
ろ
と
な
る
。
そ
の
た
め
、
実
質

的
に
は
小
工
が
式
年
遷
宮
関
係
の
工
事
を
行
っ
て
お
り
、
そ
の
小
工

の
建
築
工
事
に
お
け
る
階
層
分
化
が
生
じ
、
そ
の
上
位
者
が
「
工

老
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

注（1
）　

拙
著
『
伊
勢
神
宮
を
造
っ
た
匠
た
ち
』
吉
川
弘
文
館　

二
〇
一
三

年　

参
照
。

（
2
）　

野
田
精
一
「
伊
勢
山
田
の
御
師
三
頭
太
夫
と
そ
の
古
文
書
」
地
方

史
研
究
四
三
号　

一
九
六
〇
年
。

（
3
）　

藤
井
氏
に
よ
る
外
宮
三
頭
工
職
の
中
世
か
ら
近
世
初
期
に
お
け
る

継
承
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
論
文
に
て
詳
述
し
た
。
拙
稿
「
神
宮

工
の
大
工
職
継
承
の
実
態
に
つ
い
て
―
中
世
伊
勢
神
宮
の
造
営
組

織
に
関
す
る
研
究　

そ
の
二
―
」
日
本
建
築
学
会
計
画
系
論
文
集

五
五
四
号　

二
〇
〇
二
年
四
月
、
拙
稿
「
頭
工
と
頭
代
の
系
譜
に

つ
い
て
―
十
六
～
十
七
世
紀
に
お
け
る
伊
勢
神
宮
の
工
匠
組
織
に

関
す
る
研
究　

そ
の
一
―
」
日
本
建
築
学
会
計
画
系
論
文
集
六
四

三
号　

二
〇
〇
九
年
九
月
。

（
4
）　
「
嘉
禄
山
口
祭
記
」（『
神
宮
遷
宮
記
』
国
書
刊
行
会　

以
下
こ
の

史
料
集
か
ら
の
引
用
に
つ
い
て
は
、
出
典
を
明
示
し
な
い
）。

（
5
）　
「
元
享
元
年
高
宮
仮
殿
遷
宮
記
」。

（
6
）　
「
康
暦
二
年
外
宮
遷
宮
記
」。

（
7
）　

近
家
を
明
徳
三
年
（
一
三
九
二
）（「
野
田
耕
一
郎
氏
所
蔵
文
書
」）

も
し
く
は
応
永
三
年
（
一
三
九
六
）（「
造
外
宮
三
頭
職
補
任
下
知

状
」）
に
三
頭
方
頭
工
に
任
じ
る
補
任
状
が
発
給
さ
れ
て
い
る
。

両
書
と
も
『
三
重
県
史
』
資
料
編
に
所
収
。

（
8
）　
「
頭
工
引
付
」
神
宮
文
庫
四
二
六
六
。

（
9
）　

同
右
。

（
10
）　

同
右
。

（
11
）　
「
応
永
二
九
年
外
宮
仮
殿
遷
宮
記
」。

（
12
）　
「
頭
工
引
付
」
神
宮
文
庫
四
二
六
六
。

（
13
）　

同
右
。

（
14
）　

次
の
文
書
が
収
め
ら
れ
る
。
年
代
と
大
工
名
を
記
す
。

　

一
、
延
文
五
年
（
一
三
六
〇
）
五
月
三
〇
日　

藤
井
近
郷

　

二
、
応
安
六
年
（
一
三
七
三
）
十
一
月
十
四
日　

近
里

　

三
、
明
徳
三
年
（
一
三
九
二
）
藤
井
近
家

　

四
、
応
永
三
年
（
一
三
九
六
）
三
月
十
五
日　

藤
井
近
家

　

五
、��
応
永
六
年
（
一
三
九
九
）
四
月
三
日　

三
頭
之
父
故
大
夫

太
郎
近
意
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六
、�

永
正
九
年
（
一
五
一
二
）
六
月　

藤
井
近
俊
→
藤
井
近
定

　

七
、�

永
禄
二
年
（
一
五
九
九
）
十
二
月
二
一
日　

藤
井
近
定
→

藤
井
近
昌

　

八
、�

天
正
十
三
年
（
一
五
八
五
）
十
月
十
七
日　

藤
原
（
井
）

近
昌
→
藤
原
（
井
）
近
供

　

九
、�
慶
長
十
五
年
（
一
六
一
〇
）
七
月
吉
日　

藤
原
近
供
→
藤

原
近
清

（
15
）　
「
頭
工
引
付
」
神
宮
文
庫
四
二
六
六
。「
造
外
宮
三
頭
職
補
任
下
知

状
」
に
は
、
永
正
九
年
に
近
俊
か
ら
近
定
へ
三
頭
職
が
移
動
し
た

御
教
書
が
収
め
ら
れ
る
が
、
こ
れ
を
裏
付
け
る
史
料
が
な
い
。

（
16
）　
『
永
禄
記
』
天
文
二
四
年
四
月
十
六
日
条
。

（
17
）　
「
永
禄
記
」
二
、「
慶
光
院
文
書
」
一
八
一
（
両
文
書
と
も
『
三
重

県
史
』
資
料
編　

所
収
）。

（
18
）　
「
慶
光
院
文
書
」
九
二
（『
三
重
県
史
』
資
料
編　

所
収
）。

（
19
）　
「
頭
工
補
任
記
」
内
閣
文
庫
一
四
二
―
八
七
七
。

（
20
）　
『
寛
文
九
年
外
宮
遷
宮
記
』
寛
文
六
年
八
月
十
八
日
条
。

（
21
）　
『
元
禄
二
年
外
宮
遷
宮
記
』
貞
享
二
年
七
月
九
日
条
。

（
22
）　
『
元
禄
二
年
外
宮
遷
宮
記
』
元
禄
二
年
三
月
三
日
条
。

（
23
）　
「
外
宮
御
造
宮
旧
記
集
」
神
宮
文
庫
一
〇
四
四
三
、「
外
宮
正
遷
宮

御
材
木
目
録
」
神
宮
文
庫
一
五
二
二
（『
神
宮
御
杣
山
記
録
』
第

一
巻
所
収
）。

（
24
）　
「
一
禰
宜
常
有
卿
日
次
」（『
大
神
宮
故
事
類
纂
』）。

（
25
）　
「
神
宮
編
年
記
」（『
大
神
宮
故
事
類
纂
』）。

（
26
）　
『
享
保
十
四
年
外
宮
遷
宮
記
』。

（
27
）　
『
寛
延
二
年
外
宮
遷
宮
記
』。

（
28
）　

同
右
。

（
29
）　
「
外
宮
御
造
宮
旧
記
集
」
神
宮
文
庫
一
〇
四
四
三
。

（
30
）　
「
明
和
遷
宮
勤
仕
録
」（「
類
聚
遷
宮
襍
例
」『
神
宮
神
事
考
証　

補

遺
上
』
吉
川
弘
文
館
）。

（
31
）　
「
寛
政
遷
宮
勤
仕
録
」（「
類
聚
遷
宮
襍
例
」『
神
宮
神
事
考
証　

補

遺
上
』
吉
川
弘
文
館
）。

（
32
）　
『
寛
政
元
年
外
宮
遷
宮
記
』。

（
33
）　
「
文
化
遷
宮
山
口
祭
記
」（「
類
聚
遷
宮
襍
例
」『
神
宮
神
事
考
証　

補
遺
上
』
吉
川
弘
文
館
）。

（
34
）　
「
天
保
十
三
年
頭
頭
代
小
工
御
補
任
写
集
」
神
宮
文
庫
二
二
四
〇
。

（
35
）　

同
右
。

（
36
）　

名
古
屋
大
学
付
属
図
書
館 

神
宮
皇
学
館
文
庫
蔵
。

（
37
）「
修
理
工
」
と
「
故
実
の
工
」
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
伊
勢
神
宮
に

お
け
る
「
修
理
工
」「
故
実
の
工
」
に
つ
い
て
」
二
〇
〇
六
年
度

日
本
建
築
学
会
大
会
学
術
講
演
梗
概
集
、「
古
老
」
と
「
工
老
」

に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
伊
勢
神
宮
の
造
営
工
事
に
お
け
る
「
古
老
」

「
工
老
」
に
つ
い
て
」
二
〇
一
三
年
度
日
本
建
築
学
会
大
会
学
術

講
演
梗
概
集
に
お
い
て
詳
述
し
た
。

（
38
）　
「
内
外
殿
舎
寸
法
頭
工
等
引
付
」
内
閣
文
庫
一
四
二
―
六
二
三
。

（
39
）　

同
右
。

（
40
）　
『
応
永
廿
五
年
内
宮
仮
殿
遷
宮
記
』
応
永
二
五
年
九
月
二
五
日
条
。

（
41
）　
『
応
永
廿
九
年
外
宮
仮
殿
遷
宮
記
』
応
永
二
九
年
六
月
二
一
日
条
。

（
42
）　
「
造
内
宮
工
補
任
引
付
・
内
宮
忌
鍛
冶
補
任
引
付
」（『
三
重
県
史
』

資
料
編
中
世
一
（
上
）
所
収
）

（
43
）　

拙
著
『
中
世
日
本
建
築
工
匠
史
』
相
模
書
房　

二
〇
〇
六
年　

一

七
〇
頁
表
十
七
参
照
。

（
44
）　
「
外
宮
殿
舎
寸
法
頭
工
引
付
」
内
閣
文
庫
一
四
二
―
六
二
〇
。

（
45
）　
『
寛
正
三
年
造
内
宮
記
』。

（
46
）　
『
文
明
十
一
年
内
宮
風
日
祈
宮
遷
宮
記
』。
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（
47
）　
『
明
応
六
年
内
宮
臨
時
仮
殿
遷
宮
記
』。

（
48
）　
「
徳
川
時
代
に
於
け
る
伊
勢
神
宮
の
遷
宮
（
三
）」
国
学
院
雑
誌
二

二
―
三　

大
正
五
年
三
月
。

（
49
）　

中
西
正
幸
『
神
宮
式
年
遷
宮
の
歴
史
と
祭
儀
』
大
明
堂　

一
九
九

五
年　

九
二
頁
。
木
村
政
生
氏
も
同
様
の
記
述
を
す
る 

同
氏
『
神

宮
御
杣
山
の
変
遷
に
関
す
る
研
究
』
国
書
刊
行
会　

二
〇
〇
一
年

　

二
四
頁
。

（
50
）　
『
永
禄
記
』。

（
51
）　
『
慶
長
御
遷
宮
日
次
』。

（
52
）　
『
寛
永
六
年
内
宮
遷
宮
記
』。

（
53
）　
『
寛
文
九
年
外
宮
正
遷
宮
記
』。

（
54
）　
『
神
宮
随
筆
大
成
』
後
篇　

吉
川
弘
文
館
。
こ
の
書
は
、
伊
勢
一

志
町
で
書
肆
を
経
営
す
る
秦
忠
告
の
作
で
あ
る
。
秦
忠
告
は
、
伊

勢
神
宮
の
部
外
者
で
あ
っ
た
た
め
、「
工
老
」
と
呼
ば
れ
る
建
築

工
匠
を
知
り
得
る
立
場
に
な
か
っ
た
た
め
、「
古
老
」
の
語
を
使

用
し
た
可
能
性
が
あ
る
。

（
55
）　
『
増
補
大
神
宮
叢
書
』。

（
56
）　

同
時
代
の
記
録
と
し
て
は
、「
湯
舟
沢
山
本
伐
日
記
三
」（
神
宮
文

庫
一
五
五
四
）
文
久
二
年
（
一
八
六
二
）
十
月
六
日
条
に
「
工
老

二
村
孫
右
衛
門
」
と
あ
り
、「
工
老
」
が
存
在
し
た
こ
と
が
確
認

で
き
る
。

（
57
）　

神
宮
文
庫
五
〇
一
一
四
。

（
58
）　
「
二
宮
叢
典
補
遺
二
一
」
内
閣
文
庫
一
四
二
―
七
五
。

（
59
）　
「
宝
永
外
宮
遷
宮
大
略
」（「
類
聚
遷
宮
襍
例
」『
神
宮
神
事
考
証
補

遺
上
』
吉
川
弘
文
館
）。

（
60
）　
『
宝
永
六
年
外
宮
遷
宮
記
』。

（
61
）　
『
寛
延
三
年
外
宮
別
宮
遷
宮
記
』。

（
62
）　
『
二
宮
本
宮
造
替
遷
宮
儀
式
古
今
沿
革
大
略
』。

（
63
）　
『
寛
延
二
年
外
宮
遷
宮
記
』。

（
64
）　

嘉
永
二
年
（
一
八
四
九
）
の
内
・
外
宮
式
年
遷
宮
を
描
い
た
「
両

宮
遷
宮
旧
式
祭
典
図
」
に
は
、
各
儀
式
に
臨
む
工
匠
の
姿
が
詳
し

く
描
か
れ
る
。
こ
の
図
に
は
、
解
説
文
（「
神
宮
遷
宮
記
附
録
絵

巻
物
解
説
」
神
宮
司
庁 

昭
和
七
年
）
が
付
さ
れ
、
木
造
始
・
鎮

地
祭
・
立
柱
祭
・
上
棟
祭
・
甍
祭
・
御
形
祭
・
御
船
代
祭
の
各
儀

式
の
解
説
文
中
に
工
老
の
語
が
見
出
せ
る
が
、
残
念
な
が
ら
そ
の

典
拠
が
記
さ
れ
て
い
な
い
。

（
65
）　
『
大
神
宮
故
事
類
纂
』
所
収
。

（
66
）　

同
右
。

（
67
）　

前
掲
注
（
36
）
参
照
。

（
日
本
大
学
理
工
学
部
講
師
）


